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平成22年平成22年　　第3回定例会報告第3回定例会報告

7.15豪雨災害に係る一般会計補正予算等を可決7.15豪雨災害に係る一般会計補正予算等を可決
平成21年度各会計決算認定平成21年度各会計決算認定

平
成
22
年
第
3
回
定

例
会
は
平
成
22
年
9
月

2
日
に
開
会
し
、
9
月

17
日
ま
で
の
16
日
間
を

会
期
と
し
て
開
催
し
ま

し
た
。

提
出
案
件
は
、
教
育

委
員
の
任
命
同
意
、
平

成
21
年
度
の
決
算
認

定
、
平
成
22
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
、
各
特

別
会
計
補
正
予
算
、
条

例
の
制
定
や
一
部
改

正
な
ど
20
件
が
上
程
さ

れ
、
原
案
の
と
お
り
認

定
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
質
問
に
は
町
政

の
諸
問
題
に
つ
い
て
5

名
の
議
員
が
登
壇
し
ま

し
た
。

条　

例
・
予　

算

条　

例
・
予　

算

1

平
成
22
年
度
御
嵩
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
4
号
）
に
つ
い
て

７
・
15
豪
雨
災
害
に
関
す
る
補
正

1
億
８
３
９
０
万
8
千
円
を
増
額
し
ま

す
。

賛
成
全
員
で

可
決

2

平
成
22
年
度
御
嵩
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
5
号
）
に
つ
い
て

財
政
調
整
基
金
へ
の
積
立
、財
産（
土
地
）

取
得
な
ど
で
1
億
４
８
０
９
万
4
千
円

を
増
額
し
ま
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

3

平
成
22
年
度
御
嵩
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）
に

つ
い
て

療
養
給
付
費
交
付
金
返
還
金
の
増
額
な

ど
１
５
３
３
万
2
千
円
の
増
額
で
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

4

平
成
22
年
度
御
嵩
町
老
人
保
健
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い

て

平
成
21
年
度
の
精
算
に
伴
い
、償
還
金
、

予
備
費
へ
の
繰
入
な
ど
６
５
５
万
9
千

円
を
増
額
し
ま
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

5

平
成
22
年
度
御
嵩
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

に
つ
い
て

平
成
21
年
度
の
精
算
に
伴
い
、償
還
金
、

予
備
費
へ
の
繰
入
な
ど
４
１
４
万
3
千

円
を
増
額
し
ま
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

6

平
成
22
年
度
御
嵩
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い

て

平
成
21
年
度
の
精
算
に
伴
い
、
国
、
県

へ
の
償
還
金
及
び
一
般
会
計
へ
の
繰
出

し
金
な
ど
の
補
正
で
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

7

平
成
22
年
度
御
嵩
町
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い
て

木
曽
川
右
岸
流
域
下
水
道
事
業
建
設
負

担
金
の
増
額
な
ど
に
よ
り
１
７
０
０
万

円
を
増
額
し
ま
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

8

平
成
22
年
度
御
嵩
町
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
2
号
）
に
つ
い
て

７
・
15
豪
雨
災
害
に
伴
う
施
設
修
繕
や

人
事
異
動
に
伴
う
補
正
で
す
。

賛
成
全
員
で

可
決
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認　

定

認　

定

諸
般
の
報
告
（
議
長
報
告
）

諸
般
の
報
告
（
議
長
報
告
）
…
…
…
…

…
…
…
…  

１
件
１
件

諸
般
の
報
告
（
町
長
報
告
）

諸
般
の
報
告
（
町
長
報
告
）
…
…
…
…

…
…
…
…  

１
件
１
件

1

平
成
21
年
度
御
嵩
町
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

2

平
成
21
年
度
御
嵩
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

3

平
成
21
年
度
御
嵩
町
老
人
保
健
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

4

平
成
21
年
度
御
嵩
町
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

5

平
成
21
年
度
御
嵩
町
介
護
保
険
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

6

平
成
21
年
度
御
嵩
町
下
水
道
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

7

平
成
21
年
度
御
嵩
町
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て

賛
成
全
員
で

可
決

1

現
金
出
納
検
査
結
果
報
告
書

平
成
22
年

5
月
〜
7
月
分

1

平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全

化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率

の
報
告
に
つ
い
て

次
ペ
ー
ジ（
P4
）

参
照

そ
の
他
の
議
案

そ
の
他
の
議
案

１

御
嵩
町
教
育
委
員
の
選
任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
関
連
5
ペ
ー
ジ
）

賛
成
全
員
で

可
決

9

御
嵩
町
私
債
権
の
管
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

町
が
保
有
す
る
私
債
権
の
管
理
を
統
一

し
た
手
順
に
よ
り
適
正
に
行
う
た
め
必

要
な
手
続
き
を
定
め
る
条
例
の
制
定
で

す
。

賛
成
全
員
で

可
決

10

御
嵩
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
改
正
等
に
伴

う
条
例
改
正
で
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

11

御
嵩
町
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

町
の
給
水
区
域
の
追
加
と
給
水
人
口
等

の
変
更
に
伴
う
条
例
改
正
で
す
。

賛
成
多
数
で

可
決

12

平
成
22
年
度
御
嵩
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
6
号
）
に
つ
い
て

７
・
15
豪
雨
災
害
に
関
す
る
補
正

岐
阜
県
被
災
者
生
活
・
住
宅
再
建
支
援

事
業
補
助
な
ど
に
よ
り
３
６
６
万
6
千

円
を
増
額
し
ま
す
。

賛
成
全
員
で

可
決

　

議
会
で
は
、
町
民
の
皆
様
の
暮
ら
し
に
密
着
し
た

重
要
な
問
題
が
審
議
さ
れ
ま
す
。

　

所
定
の
受
付
簿
に
住
所
、
氏
名
等
を
記
入
す
る
だ

け
で
、
町
議
会
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
☎
67
―
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
２
）

あ
な
た
も
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
議
会
の
情
報
が
閲
覧
で
き
ま
す

　

議
会
だ
よ
り
、
議
会
の
議
事
録
等
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

御
嵩
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
画
面
の
下
の
方

に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
の
広
報
の
欄
に
あ
る
「
議

会
情
報
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

w
w
w
.tow

n.m
itake.gifu.jp/index.cfm
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平成21年度　決算報告
平成21年度　一般会計・特別会計決算総括表 （単位：円）

区　分
会　計 歳入合計 歳出合計 差引額

一般会計 6,511,869,121 6,316,909,623 194,959,498 

特別会計 4,394,571,670 4,291,624,180 102,947,490 

内　

訳

国民健康保険特別会計 1,885,505,926 1,839,477,957 46,027,969 

老人保健特別会計 24,345,896 12,828,289 11,517,607 

後期高齢者医療特別会計 331,317,219 324,849,740 6,467,479 

介護保険特別会計（保険事業勘定） 1,247,253,209 1,229,464,305 17,788,904 

介護保険特別会計（サービス事業勘定） 4,586,200 4,531,370 54,830 

下水道特別会計 901,563,220 880,472,519 21,090,701 

合　　計 10,906,440,791 10,608,533,803 297,906,988 

平成21年度　水道事業会計決算表　 （単位：円、消費税等込み）

区　　　　　分 収入合計 支出合計 差引額

収 益 的 収 支 475,943,111 441,945,611 33,997,500 

資 本 的 収 支 203,433,621 360,848,979 △ 157,415,358

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 157,415,358 円は、過年度損益勘定留保資金 119,370,033 円及び減債積立金
38,045,325 円で補てんしました。

健全化判断比率及び資金不足比率一覧表　 （単位：％）

　平成 19年度から施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成 21年度決算に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率が報告されました。内容は次の表のとおりです。御嵩町はいずれの指標も法律の
定める財政再生基準、早期健全化基準を下回っています。

（※）標準財政規模とは、地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
平成 21年度御嵩町の標準財政規模は、4,390,916 千円です。

比率区分 内　　　　　容 御嵩町 早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード）

実質赤字比率 一般会計の実質赤字が標準財政規模に占
める割合 － 15.00 20.00 

連結実質赤字比率
一般会計のみならず特別会計、企業会計
を含む全ての会計の実質赤字が標準財政
規模に占める割合

－ 20.00 40.00 

実質公債費比率 一般会計などが負担する公債費（借金の
返済額）が標準財政規模に占める割合 13.1 25.00 35.00 

将 来負担比率
一般会計などが将来負担すべき債務（借
金残高など）が標準財政規模に占める割
合

107.9 350.00 

公営企業における
資金不足比率 資金不足額が事業規模に占める割合

水道事業会計
－

20.00 
下水道特別会計

－
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平成22年平成22年　　第3回臨時会第3回臨時会
平成 22年 7月 29日に、平成 22年第 3回臨時会を開会しました。平成 22年 7月 29日に、平成 22年第 3回臨時会を開会しました。
諸般の報告 1件、一般会計の補正予算 1件、条例の改正 1件と付帯決議 1件がありました。諸般の報告 1件、一般会計の補正予算 1件、条例の改正 1件と付帯決議 1件がありました。

諸般の報告（委員長報告）諸般の報告（委員長報告）

～ 議 会 用 語 解 説 コ ー ナ ー ～
議決された法案・予算案に関して付される、施行についての意見や希望などを表明する

決議です。
今回の付帯決議は、平成22年度御嵩町一般会計補正予算（第3号）の中の公共交通体系調査業務の施行に

関して、意見が付されました。

付帯決議付帯決議

1 特別委員会委員長報告
無水道地域解消対策特別委員会

無水道地域解消対策特別委員会委員長より議長に対して委員会の中
間報告がされました。

予算・条例予算・条例

１ 平成 22年度御嵩町一般会計補正予
算（第 3号）について

国の経済対策の一環である緊急雇用創出事業等
により、1436万 4千円を増額します。 賛成全員で可決

２
御嵩町消防団員等公務災害補償条例
の一部を改正する条例の制定につい
て

「児童扶養手当法」、「非常勤消防団員等に係る損
害補償の基準を定める政令」の改正に伴う条例改
正です。

賛成全員で可決

発　議発　議

１ 平成 22年度御嵩町一般会計補正予
算（第 3号）に対する付帯決議

一般会計補正予算（第 3号）に計上されている
公共交通体系調査業務について、「事業執行前に
事業内容を明確にし、議会への説明、理解を得る
こと。」「地域公共交通計画の作成の過程で住民参
画の場を作るなど住民本位の計画を目指した予
算執行をすること。」という意見を付します。

賛成多数で可決

　

木
下
議
員
の
ご
逝
去
に
伴
い
、
委
員
会
の
委
員

に
補
充
等
が
あ
り
ま
し
た
。

○
名
鉄
路
線
対
策
特
別
委
員
会
委
員

安
藤　

博
通

○
可
児
市
・
御
嵩
町
中
学
校
組
合
議
会
議
員

 

大
沢
ま
り
子

○
民
生
文
教
常
任
委
員
会

 

副
委
員
長　

谷
口　

鈴
男

委
員
会
委
員
の
補
充
等

平
成
18
年
か
ら
4
年
間
務
め
ら
れ
た
渡
邉
剛
氏

の
任
期
満
了
に
伴
い
再
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

同
意
す
る
案
が
可
決
さ
れ
、
10
月
1
日
付
け
で
町

長
か
ら
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
26
年
9
月
30

日
ま
で
で
す
。

御
嵩
町
教
育
委
員
会
委
員

渡
邉　

剛　
氏
を
選
任
（
再
任　

2
期
目
）

住　所
御嵩町御嵩
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平成22年　第3回定例会

そこが知りたいそこが知りたい
一般質問は 9月 8日に行われ、5人の議員が活発な質問をしました。

1　早川　文人　議員 …………７ページ 
○町長のマニフェストについて
○御嵩町PRについて

2　伊﨑　公介　議員 …………８ページ
○教育に対する行政の姿勢
○これからの福祉のあり方を検討する時期に
きているのではないか
　

3　大沢まり子　議員 …………９ページ
○心と体の健康施策について

4　安藤　博通　議員 ……… 10 ページ

○名鉄問題

5　岡本　隆子　議員 ……… 11 ページ

○大久後の安定型処分場について
○放課後児童クラブについて

一般質問の「問・答」は、質問議員本人の文責
です。一般質問のページに掲載した内容について
は、議員に直接連絡がつかない場合は、ご質問の
内容、お名前、連絡先（住所、電話番号等）を添
えて、議会事務局まで書面にてお届けくだされば、
各議員に連絡いたします。

文責についてお知らせ

一
般
質
問

（定例会初日の黙とう）

木下議員は昭和58年7月に初当選以来、通算
6期にわたりご活躍されましたが、8月2日に
76才にてご逝去されました。
心より哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたし
ます。
なお、同議員の功績に対し旭

きょくじつそうこうしょう

日双光章が授与さ
れました。

木下四郎木下四郎　　議員　議員　逝去逝去
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質
問 町長のマニフェストについて

町
長
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
に
つ
い
て

町
長
選
時
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
で
は
、「
実
現
し
ま

す
。
町
政
の
八
つ
の
指

針
」
が
８
項
目
、「
渡
辺

き
み
お
の
約
束
」
が
17

項
目
で
あ
っ
た
。

一
般
家
庭
の
水
道
料

金
に
つ
い
て
は
、
平
成

20
年
度
か
ら
10
％
の
値

下
げ
を
実
施
。
小
中
児

童
生
徒
の
医
療
費
の
無

料
化
に
つ
い
て
は
、
平

成
20
年
度
か
ら
無
料
化

の
実
施
。
低
学
年
「
30

人
未
満
学
級
」
の
実
現

に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
度
か
ら
実
施
と
、
着

実
に
約
束
を
実
行
さ
れ

て
い
る
。

①
水
道
料
金
は
値
下
げ

後
も
可
児
市
に
比
べ
高

額
で
あ
る
。
無
水
道
地

区
解
消
問
題
も
絡
み
水

道
料
金
の
さ
ら
な
る
値

下
げ
に
つ
い
て
は
。

②
独
居
・
高
齢
者
世
帯

の
日
々
の
安
全
確
認
に
つ

い
て
は
。
県
の
「
見
守

り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
」

と
県
補
助
金
の
活
用
は
。

【
町
長
】

①
水
道
事
業
は
公
営

企
業
会
計
で
あ
り
、
現

在
一
般
会
計
か
ら
年

１
５
０
０
万
円
、
平
成
23

年
度
は
１
３
０
０
万
円
、

24
年
度
は
１
１
０
０
万

円
を
繰
り
入
れ
、
25
年

度
は
0
と
す
る
予
定
、

そ
の
後
水
道
料
金
の
値

下
げ
は
不
可
能
で
な
い

が
、
無
水
道
地
区
解
消

の
計
画
で
は
24
年
度
か

ら
地
方
債
返
済
が
開
始

す
る
の
で
値
下
げ
も
値

上
げ
も
考
え
て
い
な
い
。

②
本
年
度
御
嵩
町
の

１
０
０
歳
以
上
の
高
齢

者
は
戸
籍
上
８
人
、
所

在
確
認
済
３
人
。
確
認

不
能
の
場
合
は
、
関
係

機
関
と
協
議
し
戸
籍
抹

消
等
の
処
理
を
す
る
。

県
の
「
見
守
り
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
活
動
」
補
助

金
は
受
け
て
い
な
い
。

高
齢
者
の
見
守
り
と

し
て
「
福

し
あ
わ
せの

環わ

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
活
動
が
あ
り
、

郵
便
局
・
新
聞
店
・
牛

乳
店
等
が
連
携
し
て
見

守
り
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
民
生
委
員
、
人

権
擁
護
委
員
等
に
よ
る

「
地
域
支
え
あ
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」、
社
会
福
祉

協
議
会
に
よ
る
訪
問
安

否
確
認
等
を
実
施
し
て

い
る
。御

嵩
町
の
Ｐ
Ｒ
に

つ
い
て

地
元
の
東
濃
実
業
高

校
が
本
年
度
実
施
し
て

い
る
「
飛
び
出
せ
ス
ー

パ
ー
専
門
高
校
生
推
進

事
業
」
の
一
環
で
、
先

日
名
鉄
名
古
屋
駅
構
内

で
御
嵩
町
や
伏
見
宿
の

知
名
度
調
査
を
実
施
し

た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

愛
知
県
在
住
者
で
御
嵩

町
や
伏
見
宿
に
つ
い
て
９

割
近
く
が
「
知
ら
な
い
」

と
回
答
し
た
。

名
鉄
広
見
線
存
続
問

題
も
絡
み
、
町
外
か
ら

の
訪
問
客
に
も
期
待
し

て
い
る
。
現
状
で
は
中

山
道
の
宿
場
町
と
し
て

引
き
つ
け
る
し
か
な
く
、

そ
の
た
め
に
は
史
跡
整

備
に
よ
っ
て
魅
力
づ
く

り
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
行
政
と
し
て
町
の
Ｐ

Ｒ
を
い
か
に
す
る
か
方

法
と
重
点
は
。

②
史
跡
整
備
の
内
、
伏

見
新
村
湊
跡
地
整
備
の

考
え
は
。

③
宿
場
町
の
古
民
家
保

存
対
策
は
。

【
ま
ち
づ
く
り
参
事
】

①
御
嶽
宿
や
伏
見
宿
を

中
心
と
し
た
「
中
山
道

の
再
生
を
進
め
る
ま
ち

づ
く
り
」
を
推
進
す
る

一
方
、
こ
れ
ら
を
活
か

し
た
イ
ベ
ン
ト
や
ス
ポ
ッ

ト
な
ど
を
重
点
的
に
Ｐ

Ｒ
す
る
よ
う
に
努
め
て

い
る
。
Ｐ
Ｒ
の
方
法
と

し
て
名
古
屋
圏
を
中
心

と
し
た
新
聞
社
や
タ
ウ

ン
情
報
誌
等
へ
の
掲
載

を
活
用
す
る
。

②
新
村
湊
跡
地
を
地
区

団
体
で
は
公
園
に
整
備

し
た
い
構
想
で
あ
る
が
、

進
入
路
が
私
有
地
。
予

定
地
は
現
在
占
有
許
可

を
得
て
い
る
水
資
源
機

構
、
河
川
管
理
者
等
関

係
機
関
と
の
協
議
及
び

許
可
が
必
要
。
予
定
地

は
立
地
条
件
が
厳
し
く

施
設
の
整
備
・
運
営
に

か
な
り
の
費
用
が
必
要
。

予
定
地
ま
で
の
ア
ク
セ

ス
条
件
が
悪
く
、
あ
ま

り
利
用
者
が
見
込
ま
れ

な
い
等
に
よ
り
構
想
の

実
現
は
非
常
に
困
難
と

考
え
る
。

③
文
化
財
に
至
ら
な
い

古
民
家
保
存
に
つ
い
て

は
、
住
民
パ
ワ
ー
、
民

間
活
用
に
よ
る
協
働
が

宿
場
町
再
生
に
は
必
要

不
可
欠
と
考
え
る
。

問問

答答

答答

早
川　

文
人

問問
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経
済
成
長
も
大
き
く

は
望
め
な
い
中
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
つ
つ
あ
る
社

会
情
勢
で
あ
り
、
日
本

の
経
済
と
文
化
の
継
承

は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
は
、
青

少
年
に
対
す
る
教
育
の

充
実
は
欠
く
こ
と
は
で

き
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ

た
国
際
社
会
で
は
、
そ

の
持
分
を
発
揮
で
き
な

い
国
の
将
来
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
進

む
べ
き
道
は
、
良
質
な

製
品
を
そ
れ
な
り
の
価

格
で
販
売
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
、

今
ま
で
の
よ
う
な
薄
利

多
売
的
な
販
売
方
法
か

ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
な
れ
ば
当

然
、
労
働
人
口
に
余
剰

が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、

新
た
な
雇
用
を
生
み
出

す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

我
々
は
あ
ま
り
に
も

自
分
た
ち
の
文
化
を
軽

視
し
、
そ
れ
を
継
承
し

よ
う
と
い
う
気
概
に
欠

け
て
い
た
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、

個
性
的
な
能
力
、
多
彩

な
能
力
を
養
成
し
、
文

化
的
で
多
彩
な
産
業
を

生
み
出
す
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
町
独
自
の
教

育
を
高
め
る
た
め
、
次

の
２
点
を
お
尋
ね
す
る
。

①
日
本
独
自
の
精
神
文

化
を
子
ど
も
た
ち
に
根

付
か
せ
、
伝
統
技
能
を

受
け
継
ぐ
こ
と
の
で
き

る
素
地
を
育
て
上
げ
る

よ
う
に
努
め
て
い
た
だ

き
た
い
。

②
多
様
な
能
力
の
養
成

に
は
、
し
っ
か
り
と
し

た
基
礎
能
力
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
養
成
さ
れ
て
い
く

か
。

【
教
育
長
】

改
正
教
育
基
本
法
に

は
「
伝
統
と
文
化
を
尊

重
し
、
そ
れ
を
は
ぐ
く

ん
で
き
た
我
が
国
と
郷

土
を
愛
す
る
と
と
も
に

･･･

」
と
規
定
さ
れ
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
で
、

そ
の
一
つ
と
し
て
「
伝
統

や
文
化
に
関
す
る
教
育

の
充
実
」
が
盛
り
込
ま

れ
、
ま
た
、「
生
き
る
力
」

の
理
念
も
継
承
さ
れ
て

い
る
。

教
育
委
員
会
で
は
、

平
成
23
年
度
よ
り
、「
自

ら
学
び
自
ら
考
え
力
強

く
生
き
て
い
け
る
力
を

育
て
る
」
等
、
８
つ
の

重
点
事
項
の
具
現
の
た

め
の
事
業
等
を
提
案
し
、

「
夢
プ
ラ
ン
策
定
協
議

会
」
に
て
、
検
討
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
。

３
年
目
と
な
る
「
学

力
向
上
推
進
事
業
」
で

は
、
学
校
内
の
取
組
、

小
中
の
連
携
、家
庭
（
地

域
）
と
の
連
携
、
主
体

的
な
児
童
生
徒
の
取
組

を
効
果
的
に
生
徒
に
身

に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
、

主
た
る
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
は
中
学
校
区
が
単

位
で
あ
り
、
共
和
中
学

校
区
に
は
兼
山
小
学
校

も
参
加
い
た
だ
い
て
い

る
。
地
道
な
取
り
組
み

な
が
ら
、
年
々
、
そ
の

充
実
を
感
じ
て
い
る
。

日
本
国
民
で
あ
る
以

上
、
最
低
限
の
生
活
の

保
障
は
い
う
に
及
ば
ず
、

「
人
は
パ
ン
の
み
で
生
き

る
」
的
な
福
祉
で
は
な

く
、
障
が
い
を
有
す
る

方
々
で
あ
っ
て
も
、
張
り

合
い
あ
る
生
活
を
営
め

る
よ
う
な
福
祉
が
必
要

で
あ
る
。
町
の
福
祉
に
よ

っ
て
、
個
々
に
応
じ
て
、

時
代
に
即
応
し
た
能
力

を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、

張
り
合
い
を
持
っ
て
生

活
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
民
生
部
長
】

御
嵩
町
内
に
は
、
身

体
、
知
的
、
精
神
に
障

が
い
の
あ
る
方
は
、
平

成
18
年
度
１
０
０
９
人
、

21
年
度
１
１
１
５
人
と

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、

全
員
に
サ
ー
ビ
ス
が
行

き
届
い
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
障
が
い
者

授
産
施
設
あ
ゆ
み
館
で
、

作
業
棟
を
増
築
中
で
あ

り
、
定
員
増
と
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
向
け
、
保

護
者
会
か
ら
期
待
の
声

が
届
い
て
い
る
。
あ
ゆ
み

館
で
は
、
生
活
に
結
び

つ
く
活
動
展
開
と
技
術

習
得
を
し
て
い
た
だ
い

て
お
り
、
あ
ゆ
み
館
通

所
者
の
中
か
ら
町
の
給

食
セ
ン
タ
ー
等
に
こ
れ
ま

で
３
人
の
方
が
就
職
さ

れ
て
い
る
。

一
般
質
問

問問

答答

問問

答答

多様な能力を育て上げる教育と福祉
伊
﨑　

公
介
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近
年
、
若
い
女
性
に

増
加
し
て
い
る
子
宮
頸

が
ん
は
、
唯
一
、
原
因

が
わ
か
っ
て
い
る
ガ
ン
で

ワ
ク
チ
ン
接
種
と
検
診

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

ほ
ぼ
１
０
０
％
予
防
で
き

る
。希

望
す
る
特
定
の
年

齢
の
人
が
公
平
に
接
種

で
き
る
よ
う
子
宮
頸
が

ん
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
公

費
助
成
を
求
む
。

【
民
生
部
長
】

厚
生
労
働
省
が
来
年

度
予
算
で
要
求
す
る
と

の
方
向
性
を
示
し
て
お

り
、
事
業
実
施
を
期
待

し
た
い
。

町
単
の
助
成
制
度
実

施
に
つ
い
て
は
、
近
隣

市
町
村
の
動
向
を
見
な

が
ら
調
査
研
究
し
、
可

児
医
師
会
と
協
議
を
重

ね
今
後
の
検
討
課
題
と

捉
え
て
い
る
。

子
宮
頸
が
ん
を
予
防

す
る
に
は
検
診
の
受
診

が
欠
か
せ
な
い
が
、
受

診
率
ア
ッ
プ
へ
の
取
り
組

み
は
。
ま
た
検
診
は
ど

の
よ
う
な
検
査
か
。

【
民
生
部
長
】

早
期
発
見
、
早
期
治

療
の
た
め
に
今
後
も
広

報
活
動
な
ど
を
実
施
し

て
い
く
。
町
で
行
っ
て
い

る
検
診
は
細
胞
診
で
あ

る
。近

年
、
社
会
構
造
の

変
化
な
ど
か
ら
う
つ
病

な
ど
の
精
神
疾
患
が
急

増
し
て
い
る
。
町
に
お
け

る
う
つ
病
有
病
者
数
や

引
き
こ
も
り
の
実
態
に
つ

い
て
ど
う
認
識
し
て
い

る
か
。

【
民
生
部
長
】

実
態
に
つ
い
て
は
把

握
し
て
い
な
い
が
、
自

立
支
援
医
療
費
の
台
帳

か
ら
み
る
と
１
４
３
人

が
う
つ
病
と
診
断
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
精
神

障
害
と
し
て
行
政
の
支

援
を
受
け
て
い
る
人
は

約
35
％
の
50
人
。
そ
れ

以
外
の
状
況
は
つ
か
め

て
い
な
い
。

町
と
し
て
は
毎
週

月
曜
日
の
保
健
師
に
よ

る
「
い
き
い
き
健
康
相

談
」、
月
に
一
回
の
精
神

保
健
福
祉
士
と
保
健
師

に
よ
る
「
精
神
保
健
福

祉
相
談
」
を
実
施
し
、

医
療
・
社
会
復
帰
な
ど

の
相
談
、
指
導
を
行
っ

て
い
る
。

昨
年
度
は
12
件
の
相

談
が
あ
り
、
そ
の
う
ち

２
件
は
病
院
受
診
を
勧

め
て
い
る
。
本
年
度
は

す
で
に
８
月
ま
で
で
11
件

の
相
談
が
あ
り
、
う
つ

病
と
し
て
の
病
院
受
診

相
談
が
２
件
、
引
き
こ

も
り
に
つ
い
て
家
族
か
ら

の
相
談
が
１
件
と
な
っ
て

い
る
。

う
つ
病
の
治
療
法
と

し
て
保
険
の
適
用
が
認

め
ら
れ
た
「
認
知
行
動

療
法
」
を
ご
存
知
か

【
民
生
部
長
】

う
つ
病
な
ど
の
治
療

に
薬
だ
け
に
頼
ら
な
い

「
認
知
行
動
療
法
」
の

効
果
が
科
学
的
に
証
明

さ
れ
、
健
康
保
険
適
用

と
な
っ
た
こ
と
は
近
々
に

知
っ
た
。
こ
の
治
療
法
に

よ
り
「
考
え
方
」
や
「
行

動
の
癖
の
改
善
」「
落
ち

込
み
や
す
い
気
分
を
改

善
」
し
て
い
く
と
い
う
面

談
や
演
習
作
業
が
充
実

し
症
状
の
改
善
に
つ
な

が
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

平
成
17
年
に
「
発
達

障
害
者
支
援
法
」
が
施

行
さ
れ
た
。
御
嵩
町
第

４
次
総
合
計
画
に
「
発

達
障
害
者
支
援
事
業
」

と
あ
る
が
ど
う
い
っ
た

支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る

か
。

【
民
生
部
長
】

「
い
き
い
き
夢
会
議
」

を
設
置
し
、
発
達
障
害

を
早
期
に
発
見
し
、
個

別
に
適
切
な
支
援
が
で

き
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
る
が
、「
個
別
支
援
計

画
」
が
ま
だ
確
立
し
て

お
ら
ず
、
協
議
・
研
究

を
行
っ
て
い
る
。

平
成
23
年
度
か
ら
の

「
発
達
障
害
者
（
児
）

支
援
事
業
」
運
用
を
目

指
し
取
り
組
ん
で
い
る
。

心
と
体
の
健
康
施
策
の
拡
充
を

大
沢
ま
り
子

答答

答答

問問答答

問問答答

答答

問問

問問

問問
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前
回
に
続
き
名
鉄
路

線
存
廃
の
問
題
に
つ
い
て

お
伺
い
す
る
。

6
月
議
会
に
お
い
て

法
定
協
議
会
設
立
に
関

す
る
決
議
を
全
会
一
致

で
議
決
し
た
。
全
会
一

致
と
い
う
こ
と
は
議
決

権
の
付
託
を
受
け
て
い

る
以
上
、
全
町
民
の
声

と
理
解
す
る
べ
き
で
あ

る
と
思
う
。
そ
の
意
を

受
け
て
、
名
鉄
問
題
特

別
委
員
会
で
進
捗
状
況

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
速
や
か

に
行
動
を
起
こ
す
よ
う

促
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
一
向
に
そ
の
動
き
が

み
ら
れ
な
い
。

法
定
協
議
会
を
設
立

し
、
運
営
し
よ
う
と
し

て
お
ら
れ
る
か
。

【
総
務
部
長
】

関
係
市
町
と
の
連
携

計
画
を
策
定
し
新
た
な

利
用
促
進
策
を
作
っ
て

も
、
今
以
上
に
利
用
者

を
増
や
す
策
と
は
な
ら

な
い
。
ま
た
、
現
時
点
で

は
可
児
市
の
同
意
を
得

る
の
は
難
し
い
。名
鉄
は
、

応
諾
の
義
務
が
あ
る
の

で
、
法
廷
協
議
会
が
設

立
さ
れ
れ
ば
応
じ
る
と

の
意
見
で
あ
る
。

毎
年
7
千
万
円
の
支

援
方
法
に
つ
い
て
、
切
符

等
と
引
き
換
え
に
す
る

こ
と
を
前
回
の
議
会
で

提
案
し
た
が
、
名
鉄
と

再
交
渉
さ
れ
た
か
。
税

金
を
使
う
わ
け
だ
か
ら
、

そ
の
使
い
方
に
、
よ
り
効

率
的
な
方
法
は
な
い
か
。

【
総
務
部
長
】

今
回
の
名
鉄
へ
の
運
営

費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

事
業
者
は
鉄
道
事
業
会

計
規
則
に
よ
り
、
特
別

利
益
で
計
上
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
名
鉄
の

収
入
に
か
か
る
税
率
は

変
わ
ら
な
い
。
支
援
方

法
は
現
状
の
ま
ま
で
あ

る
。廃

線
に
な
っ
た
場
合

の
人
口
動
態
と
御
嵩
町

に
与
え
る
影
響
、
例
え

ば
標
準
財
政
規
模
の
縮

小
等
を
ど
の
よ
う
に
お

考
え
か
。

【
総
務
部
長
】

人
口
減
少
に
つ
い
て

は
、
八
百
津
線
、
揖
斐

線
廃
線
時
の
例
の
よ
う

に
、
大
き
な
影
響
を
受

け
る
と
思
う
。
ど
の
程

度
の
ス
ピ
ー
ド
で
人
口

減
少
が
起
き
る
か
は
、

予
測
で
き
る
だ
け
の
デ

ー
タ
を
把
握
し
て
い
な

い
。廃

線
に
よ
る
影
響
は

社
会
的
便
益
と
し
て
毎

年
度
3
〜
4
億
円
程
度

と
見
込
ん
で
い
る
。
特
に

町
内
2
つ
の
高
等
学
校

に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り

方
を
含
め
て
影
響
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
町
に
と

っ
て
も
人
口
減
少
、
高

齢
化
に
拍
車
が
か
か
り
、

町
の
活
力
に
も
大
き
な

影
響
が
あ
る
と
予
想
さ

れ
る
。

再
度
お
聞
き
す
る
が
、

法
定
協
議
会
の
設
立
に

向
け
て
の
動
き
を
ど
の

様
に
さ
れ
る
の
か
お
聞

き
し
た
い
。

ま
た
、
標
準
財
政
規

模
に
つ
い
て
お
答
え
が
な

か
っ
た
の
で
、
12
月
議

会
で
お
聞
き
す
る
の
で
、

そ
の
時
に
答
弁
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

【
町
長
】

法
定
協
議
会
に
つ
い

て
は
、
で
き
る
も
の
な

ら
既
に
作
っ
て
い
る
。

議
会
と
し
て
、
法
廷

協
議
会
の
設
立
に
関
し

て
可
児
市
議
会
に
働
き

か
け
ら
れ
た
か
。

議
会
で
の
全
会
一
致

議
決
が
全
町
民
の
意
志

と
い
う
の
は
思
い
違
い
で

は
な
い
か
。
私
が
一
町
民

の
立
場
な
ら
法
定
協
議

会
を
設
置
す
る
こ
と
に

は
反
対
で
あ
る
。

（
議
長
よ
り　

法
定
協
議

会
設
立
に
関
す
る
決
議

に
つ
い
て
は
、
6
月
議
会

開
会
前
に
、
上
程
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
、

議
長
か
ら
可
児
市
議
会

議
長
と
八
百
津
町
議
会

議
長
に
面
会
し
通
知
し

て
い
る
。）

問問答答

名鉄問題
法定協議会設立に向けて

安
藤　

博
通

問問答答

問問答答

答答

問問
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現
在
の
状
況
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か
大
久
後
に
あ
る
寿
和

工
業
の
産
業
廃
棄
物
安

定
型
処
分
場
は
、
平
成

12
年
に
自
然
公
園
法
の

許
可
が
切
れ
て
い
る
が
、

現
在
も
水
処
理
施
設
や

遮
水
シ
ー
ト
が
放
置
さ

れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る

か
。
町
長
は
こ
れ
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
見
解

を
持
っ
て
い
る
か
。【

町
長
】

県
、
町
、
環
境
省
は

何
も
埋
ま
っ
て
い
な
く
て

も
事
業
は
終
了
し
た
と

の
認
識
で
あ
る
。
何
も

埋
め
立
て
し
な
い
ま
ま

放
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
法
解
釈
上
、
現
状

が
自
然
公
園
で
あ
る
。

水
処
理
施
設
や
遮
水

シ
ー
ト
を
取
り
除
く
こ

と
は
「
新
た
な
形
状
変

更
」
で
あ
り
、
自
然
の

改
変
に
当
た
る
。

現
在
、
国
定
公
園
特

別
地
域
内
に
安
定
型
処

分
場
の
、
水
処
理
施
設

の
タ
ン
ク
や
遮
水
シ
ー

ト
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ

れ
て
い
る
。
町
は
県
に

対
し
、
業
者
が
施
設
の

撤
去
を
す
る
よ
う
指
導

す
る
こ
と
を
申
し
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
町
長
】

寿
和
工
業
と
の
信
頼

関
係
に
お
い
て
、
県
に

申
し
入
れ
し
な
く
て
も
、

元
に
戻
し
て
く
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
寿
和
工

業
が
安
定
型
処
分
場
も

含
め
て
、
物
事
の
解
決

を
す
べ
て
ま
っ
白
な
状
態

で
御
嵩
町
を
去
ら
れ
る

日
が
来
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
し
て
い
る
の
で

私
自
身
が
何
一
つ
心
配

し
て
い
な
い
。

上
之
郷
小
学
校
Ｐ
Ｔ

Ａ
か
ら
平
成
20
年
に「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設

置
を
望
む
」
と
い
う
要

望
書
が
出
さ
れ
た
。

町
の
「
次
世
代
育
成

支
援
後
期
行
動
計
画
」

で
、
子
育
て
支
援
サ
ー

ビ
ス
を
上
之
郷
地
区
で

は
25
・
5
％
の
利
用
意

向
が
あ
り
、
計
画
で
、

26
年
度
に
は
児
童
ク
ラ

ブ
の
設
置
を
目
指
す
こ

と
が
、
掲
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
今
後
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
く
か
。

【
教
育
担
当
参
事
】

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

の
開
設
に
は
、
当
初
に

何
百
万
も
の
施
設
整
備

費
と
年
間
４
百
万
円
以

上
の
運
営
費
の
確
保
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
年
の
核
家
族
化
と
就

労
家
庭
の
支
援
な
ど
か

ら
、
子
育
て
支
援
と
し

て
、
放
課
後
の
子
ど
も

た
ち
の
安
心
安
全
の
確

保
は
大
切
な
課
題
で
あ

る
。上

之
郷
の
現
状
や
、

町
財
政
等
を
考
慮
し
、

地
域
で
育
て
る
子
育
て

支
援
策
を
、
ク
ラ
ブ
の

開
設
も
一
つ
の
施
策
と
し

て
協
議
し
て
い
く
。

こ
の
問
題
は
福
祉
課

は
も
ち
ろ
ん
、
ま
ち
づ

く
り
課
等
他
方
面
と
の

連
携
が
重
要
だ
が
、
ど

の
よ
う
に
連
携
し
て
い
く

の
か
。

【
副
町
長
】

全
庁
的
な
体
制
で
取

り
組
み
た
い
。
利
用
数

か
ら
い
く
と
７
人
位
な

の
で
、
補
助
対
象
と
な

ら
な
い
。
公
民
館
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
関
係

も
踏
ま
え
て
26
年
度
ま

で
に
方
針
を
立
て
た
い
。

答答

答答 問問

答答

問問

大久後の安定型処分場を放置していていいのか
上之郷に放課後児童クラブの設置を

岡
本　

隆
子

問問

問問答答

丸山ダム丸山ダム

木曽川

エコロード

大久後
トンネ

ル

大久後産廃
安定型処分場

小和沢産廃処分場
計画地跡

人道の
丘公園

杉原千畝
記念館

418

平成2年に、県の許可が下りた産廃安定型処分場略地図

現在は、許可切れの状態。
遮水シート、水処理施設
が放置されたまま現在に
至る。
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町行政の課題となった
「住民の足を守る」こと1

国の制度が免許制から許可制に変わり、
運輸業者は採算の悪い路線は廃止できるよ
うになったので、「住民の足を守る」こと
は町行政の仕事になった。

「住民の足」となる
公共交通システム体系の位置づけ2

「住民の足」である電車、コミニティバス、
予約制の乗り物などの公共交通サービスを
地域の中にうまく体系付ける公共交通シス
テムが必要となってくる。（その基幹路線
として、電車は意義あるもの）

住民の足を守るために3
「住民の足」を守るためには、町政・運
輸事業者、町民の3者が話し合って政策を
実行していかなければならない。それが法
定協議会である。まず、町独自の法定協議
会を立ち上げることが重要である。それは、
首長が判断してつくるものだ。

例
年
に
な
く
暑
い
夏
も

過
ぎ
、
こ
れ
か
ら
は
日
々

寒
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

お
身
体
に
は
十
分
に
お
気

を
つ
け
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
町
議
会
で
は
去

る
9
月
21
日
に
上
記
「
地

域
公
共
交
通
体
系
勉
強

会
」
を
住
民
の
方
々
19
名
、

町
職
員
21
名
を
交
え
て
開

催
い
た
し
ま
し
た
。
講
師

の
竹
内
先
生
に
は
、
分
か

り
易
く
説
明
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
、
改
め
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
報
告
は
次
号

と
な
る
予
定
で
す
が
、
議

会
で
は
視
察
を
終
え
ま
し

た
。
視
察
先
の
各
自
治
体

の
計
画
的
な
取
り
組
み
と

徹
底
し
た
情
報
の
公
開
に

は
、
御
嵩
町
に
も
取
り
入

れ
べ
き
と
こ
ろ
も
多
い
と

思
わ
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
こ
れ
か
ら
も
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
し
て
い

き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
Ｉ
・
Ｋ
）

編

集
後
記

地域公共交通体系勉強会を開催しました地域公共交通体系勉強会を開催しました
9 月 21日に御嵩町議会主催で、「住民の足を守る」ために今後何をすべきか、岐阜大学名誉教授の竹

たけ

内
うち

伝
でん

史
し

先生
を講師に招き勉強しました。御嵩町が直面している名鉄広見線存続問題に絡み、「地方公共交通が直面している問題」
「地域住民の足を守るための方法」等を解りやすくお話しいただきました。その要旨は次のとおりです。

国の運輸行政
から

になると
許可制が

交通事業者、やめるところが続出

免許制

すると

住民の足が奪われる
だから

したがって

住民の足を守るのは行政の仕事になる

地域住民の足を守らねばならない

今後交通弱者（高齢者、高校生、車を運転しない人）が多く
なり公共交通サービスが必要（電車、コミュニティバス、予約
制の送迎バスなど）

名鉄は、町の基幹路線として意義があるのではないか

町の公共交通システムとして位置づける

行政・運輸事業者・住民（利用者）が話し合い・
計画を立て政策を実行していく

この実施のために

国
支
援

電車だけでなく
公共交通全体を
どうするか議論
する場

首長の判断

町が法定協議会をつくる
地域公共交通計画策定が

あ
り

こ
れ
は

だから


